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告　　　　　示

宮崎県告示第 313号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第55条第１項（中国残留邦
人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に
より、医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を次
のとおり指定した。
　　平成30年２月８日　
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　　称 所　在　地 指定年月日

本田　成彦
（フレアス在宅マ
ッサージ　高鍋拠
点）

児湯郡高鍋町上江2029
−１　カーサM３ 202
号

平成30年１月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 314号
　児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の３第１項の規
定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定をした。
　　平成30年２月８日　
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

事 業 所
番 号

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 所

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 者 指　定

年月日

事 業 等
の 種 類

名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4550500112 児童療育サポート
センター　ぴこっ
と西町

小林市細野字岡原
 481

特定非営利活動法
人カラザ

小林市真方 116番
地５

平成30年２月１日 児童発達支援、
放課後等デイサ
ービス、保育所
等訪問支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 315号
　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、
次のとおり林業用種苗生産事業者の登録をした。
　　平成30年２月８日　
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

登録

番号

生産事業者の氏名

又は名称及び住所

生産事業の内容 事務所の名称

及び所在地　種穂 苗　木

1338 若本　秀則
東臼杵郡諸塚村大
字家代 279番地

採取
・精
選

幼苗の育
成・幼苗
以外の苗
木の育成

若本　秀則
東臼杵郡諸塚村大
字家代 281番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 316号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、平成30年２月８日から同月22日まで宮崎県県
土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

214 県道 上祝子 延岡市北方 旧  3.4～ 150.1
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綱の瀬
線

町菅原字菅
原未1219番
５地先から
同市同町菅
原同字未12
50番１地先
まで

 8.1

新  5.4～
12.2

150.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 317号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、平成30年２月８日から同月22日まで宮崎県県
土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 318号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、次のとおり
土砂災害警戒区域を指定する。
　なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす
る。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

338 県道 大久保
木崎線

宮崎市大字
熊野字下原
6085番３地
先から同市
同大字同字
6086番１地
先まで

旧 15.0～
15.8

43.8

新 15.0～
28.3

43.8

市町村名 地 区 名
土砂災害警戒区域
の 渓 流 番 号 又 は
箇 所 番 号

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

宮 崎 市 下 浦 下 １ 01− 303−１− 011 土 石 流

平 等 寺 ２ 01− 303−２− 010 土 石 流

小 永 野 01− 303−２− 011 土 石 流

下 浦 下 ２ 01− 303−２− 012 土 石 流

下 浦 下 ３ 01− 303−２− 013 土 石 流

下 浦 下 ４ 01− 303−２− 016 土 石 流

下浦下−１ Ⅰ−１−0159 急傾斜地の崩壊

山 内 Ⅰ−１−0160 急傾斜地の崩壊

小永野−１ Ⅰ−１−3087 急傾斜地の崩壊

山 田 Ⅱ−１−0137 急傾斜地の崩壊

山田−新① Ⅱ−１−0137−新① 急傾斜地の崩壊

下浦下−２ Ⅱ−１−0158 急傾斜地の崩壊

下浦下−３ Ⅱ−１−4311 急傾斜地の崩壊

下浦下−４ Ⅱ−１−4315 急傾斜地の崩壊

下浦下−５ Ⅱ−１−4316 急傾斜地の崩壊

下浦下−７ Ⅱ−１−4318 急傾斜地の崩壊

下浦下−８ Ⅱ−１−4319 急傾斜地の崩壊

下浦下−８
−新①

Ⅱ−１−4319−新① 急傾斜地の崩壊

平等寺−１ Ⅱ−１−4321 急傾斜地の崩壊

下 浦 下 −
１２

Ⅲ−１−9283 急傾斜地の崩壊

下 浦 下 −
１３

Ⅲ−１−9284 急傾斜地の崩壊

下 浦 下 −
１４

Ⅲ−１−9285 急傾斜地の崩壊

小永野−２ Ⅲ−１−9286 急傾斜地の崩壊

小永野−３ Ⅲ−１−9287 急傾斜地の崩壊

日 南 市 畑 田 沢 02− 321−１− 003 土 石 流

坂 本 谷 川 02− 321−１− 008 土 石 流

那須沢−新
①

02− 321−１− 010
−新①

土 石 流

昼野上谷川 02− 321−２− 018 土 石 流

上 昼 野 Ⅰ−１−0351 急傾斜地の崩壊

中 坂 元 Ⅰ−１−0352 急傾斜地の崩壊

一 之 瀬 Ⅰ−１−0353 急傾斜地の崩壊
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　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及
び所管の土木事務所等に備え置いて縦覧に供する。）	 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 319号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、次のとおり
土砂災害特別警戒区域を指定する。
　なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必
要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

下浦下−７ Ⅱ−１−4318 急傾斜地の崩壊

下浦下−８ Ⅱ−１−4319 急傾斜地の崩壊

下浦下−８
−新①

Ⅱ−１−4319−新① 急傾斜地の崩壊

平等寺−１ Ⅱ−１−4321 急傾斜地の崩壊

下 浦 下 −
１２

Ⅲ−１−9283 急傾斜地の崩壊

下 浦 下 −
１３

Ⅲ−１−9284 急傾斜地の崩壊

下 浦 下 −
１４

Ⅲ−１−9285 急傾斜地の崩壊

小永野−２ Ⅲ−１−9286 急傾斜地の崩壊

小永野−３ Ⅲ−１−9287 急傾斜地の崩壊

日 南 市 那須沢−新
①

02− 321−１− 010
−新①

土 石 流

昼野上谷川 02− 321−２− 018 土 石 流

上 昼 野 Ⅰ−１−0351 急傾斜地の崩壊

中 坂 元 Ⅰ−１−0352 急傾斜地の崩壊

一 之 瀬 Ⅰ−１−0353 急傾斜地の崩壊

下 村 Ⅰ−１−0354 急傾斜地の崩壊

太 夫 ２ Ⅰ−１−2057 急傾斜地の崩壊

昼 野 − １ Ⅱ−１−4539 急傾斜地の崩壊

昼 野 − ２ Ⅱ−１−4540 急傾斜地の崩壊

昼 野 − ３ Ⅱ−１−4543 急傾斜地の崩壊

郷 之 原 Ⅱ−１−4555 急傾斜地の崩壊

一之瀬−３ Ⅲ−１−9326 急傾斜地の崩壊

下 村 Ⅰ−１−0354 急傾斜地の崩壊

太 夫 ２ Ⅰ−１−2057 急傾斜地の崩壊

昼 野 − １ Ⅱ−１−4539 急傾斜地の崩壊

昼 野 − ２ Ⅱ−１−4540 急傾斜地の崩壊

昼 野 − ３ Ⅱ−１−4543 急傾斜地の崩壊

郷 之 原 Ⅱ−１−4555 急傾斜地の崩壊

一之瀬−３ Ⅲ−１−9326 急傾斜地の崩壊

市町村名 地 区 名
土砂災害特別警戒
区 域 の 渓 流 番 号
又 は 箇 所 番 号

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

宮 崎 市 下 浦 下 １ 01− 303−１− 011 土 石 流

平 等 寺 ２ 01− 303−２− 010 土 石 流

小 永 野 01− 303−２− 011 土 石 流

下 浦 下 ２ 01− 303−２− 012 土 石 流

下浦下−１ Ⅰ−１−0159 急傾斜地の崩壊

山 内 Ⅰ−１−0160 急傾斜地の崩壊

小永野−１ Ⅰ−１−3087 急傾斜地の崩壊

山 田 Ⅱ−１−0137 急傾斜地の崩壊

山田−新① Ⅱ−１−0137−新① 急傾斜地の崩壊

下浦下−２ Ⅱ−１−0158 急傾斜地の崩壊

下浦下−３ Ⅱ−１−4311 急傾斜地の崩壊

下浦下−４ Ⅱ−１−4315 急傾斜地の崩壊

下浦下−５ Ⅱ−１−4316 急傾斜地の崩壊

　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及
び所管の土木事務所等に備え置いて縦覧に供する。）

公　　　　　告

　肥料取締法（昭和25年法律第 127号）第12条第２項の規定により



宮　崎　県　公　報平成 30 年 ２ 月 ８ 日（木曜日）　第 2968 号

─ 4 ─

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保証成分量
（％）

その他の
規　　格

生　産　業　者 登 録 の
有効期限名　称 所　在　地

宮崎県第
 923号

混合有機質
肥料

混合有機質
肥料 331

ＴＮ　 3.0
ＴＰ　 3.0
ＴＫ　 1.0

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

南国興産株式会社 宮崎県都城市高城町有水1941
番地

自　平成３年
　　１月14日
至　平成33年
　　１月13日

宮崎県第
1004号

蒸製毛粉 プログリー
ンＳ

ＴＮ　12.0 その他の制限事
項は公定規格の
とおり

株式会社都城化製 宮崎県都城市高野町1237番地
89

自　平成24年
　　１月26日
至　平成36年
　　１月25日

　（注）「保証成分量（％）」欄の略号は、次のとおりである。
　　　　ＴＮ：窒素全量、ＴＰ：りん酸全量、ＴＫ：カリウム全量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　肥料取締法（昭和25年法律第 127号）第14条の規定により、次の
とおり肥料の登録は、失効した。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保証成分量
（％）

その他の
規　　格

生　産　業　者
失効年月日

名　称 所　在　地

宮崎県第
 919号

乾燥菌体肥
料

 5.0乾燥菌
体肥料

ＴＮ　 5.0
ＴＰ　 2.0

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

南国興産株式会社 宮崎県都城市高城町有水1941
番地

　　平成29年
　　８月１日

宮崎県第
 982号

魚廃物加工
肥料

グリーンガ
イアＲＢ−
Ｆ

ＴＮ　 4.0
ＴＰ　 4.5
ＴＫ　 1.5

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

清本鐵工株式会社 宮崎県延岡市土々呂町６丁目
1633番地

　　平成29年
　　11月15日

宮崎県第
 983号

魚廃物加工
肥料

グリーンガ
イアＳＢＭ
−Ｆ

ＴＮ　 7.0
ＴＰ　 2.5
ＴＫ　 1.5

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり
その他の制限事
項は公定規格の
とおり

清本鐵工株式会社 宮崎県延岡市土々呂町６丁目
1633番地

　　平成29年
　　11月15日

　（注）「保証成分量（％）」欄の略号は、次のとおりである。
　　　　ＴＮ：窒素全量、ＴＰ：りん酸全量、ＴＫ：カリウム全量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第20条第１項の規定により
、都市計画の図書の写しが送付されたので、次のとおり公衆の縦覧
に供する。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　都市計画を定める者の名称
　　宮崎市
２　都市計画の種類及び名称
　　宮崎広域都市計画地区計画

　　薫る坂地区　地区計画
３　縦覧場所	
　　宮崎県県土整備部都市計画課
　　宮崎県宮崎土木事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により
許可した次の開発行為に関する工事は完了した。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

、次の肥料の登録の有効期間を更新した。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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開発区域又は工区に
含まれる地域の名称

　　開発許可を受けた者の
　　住所及び名称

北諸県郡三股町大字宮村字植
木2978番８

北諸県郡三股町大字樺山4523番
地
上原林業株式会社　代表取締役
上原　洋一

落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　県立日南病院長　峯　　　一　彦
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　　一般撮影用フラットパネルシステム　一式
２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
　　県立日南病院医事・経営企画課財務担当　日南市木山１丁目９
　番５号　
３　落札者を決定した日
　　平成29年12月27日
４　落札者の氏名及び住所
　　富士フイルムメディカル株式会社九州地区営業本部　福岡県福
　岡市博多区博多駅前４丁目13番19号
５　落札金額
　　65,880,000円
６　一般競争入札の公告を行った日
　　平成29年11月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。
　　平成30年２月８日
　　　　　　　　　　　　　　県立日南病院長　峯　　　一　彦
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　　心臓用超音波診断装置　一式
２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
　　県立日南病院医事・経営企画課財務担当　日南市木山１丁目９
　番５号　
３　落札者を決定した日
　　平成29年12月27日
４　落札者の氏名及び住所
　　アイティーアイ株式会社宮崎支店　宮崎市清武町加納３丁目10
　番
５　落札金額
　　36,720,000円
６　一般競争入札の公告を行った日
　　平成29年11月16日

病院局公告
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